
◎地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 
（平成一九年五月二五日法律第五九号）   

一、提案理由（平成一九年四月三日・衆議院国土交通委員会） 

○冬柴国務大臣 ただいま議題となりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国においては、急速な少子高齢化の進展や移動手段に関する国民の選好の変化等

の社会経済情勢の変化に伴い、地域における公共交通の置かれた状況は年々厳しさを増

しており、地域によっては住民等の移動手段として不可欠な公共交通を適切に維持する

ことに困難を生じております。一方で、高齢者を初め地域住民の自立した日常生活及び

社会生活を確保し、活力ある都市活動を実現する観点からは、良質な公共輸送サービス

を確保することは極めて重要な課題であり、また、観光交流を初めとした地域間交流を

促進するとともに、交通に係る環境への負荷の低減を図る観点からも、地域において公

共交通を活性化、再生することは喫緊の課題となっております。 

 このような状況を踏まえ、地域における公共交通の活性化及び再生を通じた魅力ある

地方の創出に向けて、地域のニーズに最も精通した地方みずからが、地域公共交通のあ

り方を主体的に考え、それに基づく具体的な取り組み及び創意工夫を総合的、一体的か

つ効率的に推進することを可能とする支援を行うため、この法律案を提案することとし

た次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、主務大臣は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に

推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針を定めることと

しております。 

 第二に、市町村は、基本方針に基づき、地域の関係者による協議を踏まえ、地域公共

交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための計画を作成することができ

ることとしております。また、計画に定められた軌道事業、道路運送事業、海上運送事

業の高度化に係る事業等特に重点的に取り組むことが期待される事業について国による

認定制度等を設け、認定等に係る事業に対して、関係法律の特例措置等各種の支援措置

を講ずることとしております。 

 第三に、鉄道事業と道路運送事業等複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または

船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業について、国による認定制度を設け、

認定に係る事業の実施に必要となる関係法律に基づく許可等の手続の合理化等の措置を

講ずることにより、地域の旅客輸送需要に適したこれらの事業の円滑化を図ることとし

ております。 

 以上が、この法律案を提案する理由です。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一九年四月一二日） 



○塩谷立君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、

所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、主務大臣は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に

推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針を定めること、 

 第二に、市町村は、基本方針に基づき、単独でまたは共同して、当該市町村の区域内

について、地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための地域公

共交通総合連携計画を作成することができること、 

 第三に、地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村は、地域公共交通総合

連携計画の作成に関する協議及び地域公共交通総合連携計画の実施に係る連絡調整を行

うため、当該市町村、関係する公共交通事業者等、道路管理者、地域公共交通の利用者

等で構成される協議会を組織することができること、 

 第四に、地域公共交通総合連携計画に定められた軌道運送高度化事業、道路運送高度

化事業、海上運送高度化事業、乗り継ぎ円滑化事業及び鉄道再生事業の実施計画につい

て、国土交通大臣の認定制度等及び軌道法等の関係法律に基づく特許、許可、認可等の

特例措置等を創設すること、 

 第五に、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した運送

サービスを提供する新地域旅客運送事業の事業計画について、国土交通大臣の認定制度

及び鉄道事業法等の関係法律に基づく事業許可等の特例措置を創設することなどであり

ます。 

 本案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、四月三日冬柴国土交通大臣から提案

理由の説明を聴取し、十日参考人から意見聴取を行い、十一日質疑を終了いたしました。

質疑終了後、採決いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年四月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 地域公共交通の活性化及び再生に向け、必要な環境の整備に努めること。また、地

域公共交通の活性化及び再生に関する施策の策定及びその実施に当たっては、縦割りで

硬直的な対応ではなく、地方自治体の積極的な取組を支援すべく、一体的かつ効果的な

支援策を講ずること。 

二 地方の山間部や離島地域等においても、また、高齢者、障害者等の移動制約者に対

しても、自由かつ安全な移動により、社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に



参加する機会を与えられるべきであるとの認識の下、あらゆる地域において、また、高

齢者、障害者等の移動制約者について、移動上の利便性及び安全性の向上に努めること。 

三 鉄道駅におけるバリアフリー化の重要性に鑑み、地方の乗降客数五千人未満の駅に

おいても、地域が強く要望し、地元の協力を得られる駅等については、乗降客数に関わ

らず、バリアフリー化を推進するよう、必要な措置を講ずるよう努めること。 

四 バリアフリー化された鉄軌道車両導入について、地方自治体の積極的支援を促すた

め、国として必要な措置を講ずるよう努めること。 

五 運輸部門における二酸化炭素の排出量が増加していることを踏まえ、国際的な枠組

に基づき、その削減に向け適切な対策を講ずるよう、最大限の努力を行うこと。 

六 市町村が地域公共交通総合連携計画を作成する場合にあっては、住民、地域交通の

利用者その他利害関係者の意見を適切に反映させるよう、また、地域公共交通総合連携

計画を作成しようとする市町村が協議会を組織する場合にあっては、その運営が適切な

ものとなるよう、必要な助言や指導を行うこと。 

七 地方の鉄道及び路線バスの厳しい経営状況を踏まえ、地域における公共交通の維持

が適切に図られるよう、必要な措置を講ずるよう努めること。 

八 新地域旅客運送事業の円滑化を図るため車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作

成及びその運用について行われる配慮が、車両又は船舶の運行の安全の確保に支障のな

いよう、必要かつ十分なものとなるよう適切に措置すること。 

九 地域公共交通の活性化及び再生を推進する上で必要となる情報を収集するとともに、

市町村その他の関係者が情報を適切に得ることができるよう、必要な措置を講ずるよう

努めること。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一九年五月一八日） 

○大江康弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進する

ため、主務大臣による基本方針の策定、市町村による地域公共交通総合連携計画の作成

及び地域公共交通特定事業の実施に必要な特例措置のほか、新地域旅客運送事業の円滑

化を図るための特例措置等について定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、北海道への委員派遣を行うとともに、地域公共交通の現状と

本法律案の及ぼす効果、新たな財源の確保等による地域公共交通支援策の充実強化、地

域公共交通の活性化及び再生における合意形成の重要性等について質疑が行われました

が、詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 



○附帯決議（平成一九年五月一七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾

なきを期すべきである。 

一、公共交通が地域の経済社会活動の基盤であり、その地域における公共財的役割が非

常に大きいことにかんがみ、地方自治体の積極的な取組の支援にも資するよう、地方の

鉄軌道及び路線バスを含めて地域公共交通の整備・維持・運営に必要かつ十分な財源を

確保することなどにより、地域公共交通に対する財政支援制度の充実を図ること。 

二、各地域において公共交通の活性化及び再生の在り方を検討するに当たっては、コン

パクトシティの形成や観光地としての魅力の向上など、まちづくりと一体的に行われる

よう、地方公共団体や交通事業者への支援に努めること。 

三、地方の鉄軌道の活性化及び再生に当たっては、運行会社の経済的負担を軽減し、そ

の路線の維持に資するため、いわゆる「上下分離制度」が一層活用されるよう、助言や

指導に努めること。 

四、乗継円滑化の促進に資するため、公共交通施設・車両等におけるバリアフリー化の

一層の拡充と質的向上を図るとともに乗換駅等の隣接化を推進することにより、利用者

の移動負担の軽減を図るほか、最近におけるＩＴ技術の発達や交通系ＩＣカードの普及

等を踏まえ、公共交通機関の合理的な運賃の形成に向けて助言や指導に努めること。 

五、新地域旅客運送事業の円滑化を図るため車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作

成及びその運用について行われる配慮が、車両又は船舶の運行の安全の確保に真に支障

のないよう適切に措置すること。 

  右決議する。 


